
 
金融円滑化管理方針の概要 

 
 
当組合は、公共的使命を全うするため、地域社会・地域経済の発展に貢献することを経営

理念に掲げ、創意と工夫を活かして、組合員や地域社会の期待・信頼に応え、適切な情報開

示を行うとともに、組合員の皆様との対話により金融の円滑化に取組んでおります。 
 その取組みに際しては、金融円滑化法、協同組合による金融事業に関する法律施行規則及 
び組合の経営理念・経営方針に則った、金融円滑化基本方針（平成２１年１２月２日制定） 
を定め、以下の管理態勢で全役職員が対応しております。 

 

 

１．中小企業者等の金融円滑化に向けた基本方針 
 

健全な事業を営むお客様等に対して必要な資金を円滑に供給していくことは、当組合の

最も重要な役割の一つであります。 
当組合創設の精神である相互扶助を積極的に発揮し当組合の組合員及び地域内のお客

様のお役に立ち、満足と信頼を得られるよう、金融仲介機能をより発揮し役職員全員が真

摯に対応いたします。 
 
 
（１）中小企業のお客様からの事業資金の弁済に係る負担の軽減に関する申出や資金繰り

等に関する申出があった場合には、中小企業者等の特性及びその事業の改善又は再生

の可能性その他の状況を勘案しつつ、できる限り柔軟な対応を行います。 
 
 
（２）住宅ローンご利用先からの債務弁済に係る負担の軽減に関する申出があった場合に

は、お客様の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り債務の弁済にかかる負担

を軽減するために必要な措置を取ることといたします。 
 
 
（３）貸付条件の変更等の申出がない場合においても、お取引先の事業者及び住宅ローン

ご利用先の実情をできる限りお聞きし、貸付条件変更等が有効であると判断される場

合には積極的に提案を行ってまいります。 
 
 
（４）特に住宅ローンご利用先につきましては、貸付条件等の相談に積極的に応じること

をお知らせするために、当組合から行動を起こし周知活動に努力いたします。 
 
 
（５）上記の相談について、やむを得ず拝辞する場合には、理解と納得を得られる説明を

するよう最大限の努力をいたします。 
 
  なお、当組合は、方針実現のために「中小企業者等金融円滑化対応本部」（平成２１年 
１２月２日付）を設置し、態勢整備、情報の収集、分析、報告等の対応を行っております。 
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２.金融円滑化管理に係る体制 
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貸付条件の変更等の対応状況を適切に把握するための体制の概要 

 
Ⅰ．相談・申込み受付体制の整備 

 
当組合は、中小企業のお客様及び住宅ローンをご利用のお客様からのご相談・申込みに対応

するため、本部、各営業店に「中小企業者等金融円滑化相談等窓口」（平成２１年１２月２日付）

を設置しております。 
 
Ⅱ．貸付条件の変更等に係る案件管理体制の整備 
 

当組合は、金融円滑化に向けた基本方針実現のため、「中小企業者等金融円滑化対応本部」

を設置し、態勢整備、情報の収集、分析、報告等の対応を行っております。 
また、貸付条件の変更等に対する対応状況を適切に把握・管理するため、本部関係部室及び

各営業店に金融円滑化管理の担当理事、責任者及び担当者を配置しております。 
 

区分 担当理事・責任者・担当者 役 割 
金融円滑化管理担当理事 金融円滑化管理態勢の整備・確立 
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自店における金融円滑化の対応状況等の管理 
 

 
１．相談・申込みに対する管理 

 
（１）本部及び各営業店の担当者は、お客さまからお伺いした相談及び希望される貸付条件の

変更等の内容、申込みに至る経緯、他金融機関を含めた借入状況等を記録しております。 
また、金融円滑化管理担当者及び中小企業者等金融円滑化対応本部は、その記録の内容

に不備がないか確認しております。 
 
（２）本部及び各営業店の金融円滑化管理担当者は、貸付条件の変更等に関するご相談・申込

みに対し、迅速な検討・回答を行うため、中小企業者等金融円滑化対応本部に貸付条件の

変更等に係る進捗状況を報告しております。 
また、中小企業者等金融円滑化対応本部及び各営業店の金融円滑化管理担当者は、受付

けた申込みの対応が著しく長期化することがないよう、進捗管理及び担当者への指導を行

っております。 
 

（３）中小企業者等金融円滑化対応本部は、貸付条件の変更等の相談・申込みに対する対応・

進捗状況等を一元的に把握・管理しております。 

また、関係各部室において、貸付条件の変更等の相談・申込みに係る情報を共有化して

おります。 

 

（４）本部及び各営業店の担当者は、貸付条件の変更等に関する相談・申込みに対し、誠実に

対応するため、お客さまとのこれまでの取引関係やお客さまのご理解、経験、資産の状況

等に応じて、適切かつ丁寧に説明するよう努めております。 



 

 
（５）中小企業者等金融円滑化対応本部は各種問題点に関する再発防止策等を検討・策定し、

本部及び各営業店の金融円滑化管理担当者を通じて、対応・改善の監督・指導を行ってま

いります。 
 
（６）本部及び各営業店の担当者は、中小企業のお客さまに対し、経営改善計画の策定支援や

見直しの支援を行ってまいります。 
 
２．審査中、取下げ、謝絶、実行に対する管理 

 
（１）貸付条件の変更等に関する申込み及び審査において、お客さまの実情にそぐわない担保・

保証の要求、貸付条件の提示、金利の引上げ等を行っていないか金融円滑化管理担当者等

が確認しております。 

 
（２）融資部は、貸付条件の変更等に関する申込みの審査において、迅速な回答が困難になっ

た場合には、速やかに金融円滑化管理担当者に報告し、その理由をお客さまに説明してお

ります。 

 

（３）貸付条件の変更等の申込みについてやむを得ず謝絶する場合には、これまでのお取引関

係やお客さまの知識及び経験等を踏まえ、ご理解と納得を得られるような説明をするよう

努めております。 
   また、謝絶に至った理由及びその説明時の状況を可能な限り具体的に記録し、中小企業

者等金融円滑化対応本部へ報告することとしております。 
 

（４）貸付条件の変更等の申込みを実行する場合には、その審査結果をお客さまへ伝え、速や

かに所定の手続きを行なっております。 

 

（５）中小企業者等金融円滑化対応本部は、貸付条件の変更等の申込みに係る審査中、取下げ、

謝絶、実行の事項について、それぞれの貸付けの債権額及び件数の集計・管理を行ってお

ります。 

 
３．記録の保存、役員等への報告、研修に対する管理 

 
（１）貸出条件の変更等の相談・申込みに係る記録の書類は、各営業店において適切に管理、

保存しております。 
 

（２）金融円滑化管理の状況に関する説明書類の開示及び監督当局に対する報告書類は、中小

企業者等金融円滑化対応本部が適正に作成及び管理しております。 
 

（３）金融円滑化管理担当理事及び責任者は、関係部室及び各営業店において、貸付条件の変

更等の相談・申込みに適切に対応するため、中小企業者等金融円滑化対応本部からの対応

状況・問題点に関する報告を取りまとめ、定期的又は必要に応じて随時、理事会等に報告

しております。 

   ただし、経営に重大な影響を与えるおそれがある場合、又は顧客の利益が著しく阻害さ

れるおそれがある場合には、速やかに理事会等に報告しております。 

 



 

（４）理事会等は、貸付条件の変更等の相談・申込みの対応状況・問題点に関する報告を分析・

評価のうえ、必要に応じて、金融円滑化管理担当理事及び責任者に改善を指示し、その対

応・改善状況を継続的に検証しております。 
 
（５）中小企業者等金融円滑化対応本部は、貸付条件の変更等の申込みに対する適切な対応を

監督・指導するため、定期的又は必要に応じて随時、金融円滑化管理に関する研修計画を

立案し、直接又は金融円滑化管理担当者を通じて、役職員に対し研修を実施し周知徹底を

行っております。 
 

４．他金融機関等との連携に対する管理 

 
（１）他の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申込みがあった

場合には、守秘義務に留意し、お客さまの同意された範囲内で、個別の申込み案件毎に、

当該金融機関等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認を適正に行っております。 
 
（２）貸付条件の変更等の申込みを受けた他の金融機関から当該申込みを行ったお客さまの貸

付条件の変更等に係る情報について照会を受けた場合には、守秘義務に留意し、お客さま

の同意された範囲内で、個別の申込み案件に係る事項に限り、これに応じております。 

 

（３）貸付条件の変更等に係る他金融機関との情報の確認内容の記録書類については、各営業

店において適切に管理・保存しております。 

 
 

貸付条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 

 
苦情相談受付体制の整備 

 
（１）本部及び各営業店の担当者は、貸付条件の変更等に係る苦情相談を受けた場合には、金

融円滑化に関する苦情・要望等（平成２１年１２月２日苦情相談窓口設置）受付簿に苦情

相談の内容を記録し、関係部室長及び各営業店長は、総務部に報告することとしておりま

す。 

 
（２）金融円滑化に関する苦情・要望等受付簿は、総務部において、適切に管理・保存してお

ります。 
 
（３）金融円滑化管理担当理事及び責任者は、本部及び各営業店において、誠実かつ適切に苦

情相談を解決するため、総務部からの対応状況及び再発防止策等に関する報告を取りまと

め、定期的又は必要に応じて随時、理事会等に報告しております。 
ただし、お客さまの利益を著しく害するおそれがある場合、又は法令等に違反するおそ

れがある事案については、中小企業者等金融円滑化対応本部及びコンプライアンス統括部

署と協議し、速やかに理事会等に報告しております。 

 

（４）理事会等は、貸付条件の変更等に係る苦情相談の対応状況及び再発防止策等に関する報

告を分析・評価のうえ、必要に応じて金融円滑化管理担当理事及び責任者に体制の見直し

等を指示し、その対応・改善状況を継続的に検証してまいります。 
 



 

（５）金融円滑化管理責任者及び中小企業者等金融円滑化対応本部は、申出があった苦情相談

について、関係部室及び各営業店と協力して問題の解決に努めております。 
 
（６）中小企業者等金融円滑化対応本部は、貸付条件の変更等に係る苦情相談に対して、誠実

かつ適切な対応及び再発防止について監督・指導するため、定期的又は必要に応じて随時、

金融円滑化管理に関する研修計画を立案し、直接又は金融円滑化管理担当者を通じて、役

職員に対し研修を実施し周知徹底を行ってまいります。 
 
 

貸付条件の変更等を実施した後において、改善又は再生のための支援を適切に行うための体

制の概要 

 
（１）中小企業者等金融円滑化対応本部と各営業店が連携して、実現性の高い経営改善計画の

策定支援とその後のフォローアップを行なってまいります。 

 
（２）中小企業者等金融円滑化対応本部と各営業店が連携して、中小企業再生支援協議会等の

外部機関を活用した経営改善・事業再生支援の取組みを行なってまいります。 
 
（３）金融円滑化管理担当理事及び責任者は、関係部室及び各営業店において、経営改善・再

生支援が適切に行われるため、中小企業者等金融円滑化対応本部からの対応状況・問題点

に関する報告を取りまとめ、定期的又は必要に応じて随時、理事会等に報告しております。 
   ただし、経営に重大な影響を与えるおそれがある場合又は、顧客の利益が著しく阻害さ

れるおそれがある場合には、速やかに理事会等に報告し周知徹底を行なっております。 
 
（４）理事会等は、経営改善・再生支援の対応状況・問題点に関する報告を分析・評価のうえ、

必要に応じて、金融円滑化管理担当理事及び責任者に改善策を指示し、その対応・改善状

況を継続的に検証しております。 




